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中国来商標権侵害物品（有名ブランド偽造腕時計）密輸入事犯を摘発 
 
 
 横浜税関は、中華人民共和国から小包郵便物を利用した商標権侵害物品密輸入事犯を摘発しま

した。 
 現在、神奈川県警察本部生活経済課、山手警察署と共同調査を実施しており、今後、関税法違

反（輸入してはならない貨物密輸入罪）で中国人留学生1名を横浜地方検察庁に告発する予定で
す。 
 
 
１．事件の端緒 
  横浜税関川崎外郵出張所の輸入検査により発見。 
 
２．事件の概要 
  犯則嫌疑者は、中華人民共和国から輸入してはならない貨物である商標権侵害物品を不 

 正に輸入することを企て、 

        Ｂｕｌｇａｒｉ Ｓ.ｐ.Ａ.社の商標権を侵害する腕時計  ３０個 

               同     上               ４０個 
 をそれぞれＳＡＬ小包郵便物２個内に隠匿し、国際郵便路線を利用して本邦に到着させ、もっ 
 て、輸入してはならない貨物である上記物件を輸入しようとしましたが、平成１８年１２月５

日及び同年１２月２５日、川崎港郵便局税関検査場における横浜税関川崎外郵出張所職員によ

る輸入検査により発見され、その意を遂げなかったものです。 
 
 
 


